
（令和５年１０月１日～令和６年３月３１日に取組を行った場合はこのリストを使用してください。）

確認欄

1 事業所名 □

2 事業所番号 13111ー12345678ー79 □

3 社会保険の適用日
社会保険の適用日（令和　　年　　月　　日）がキャリアアップ計画期間内

（平成・令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日）である
□

申請期間（第１期）
社会保険適用時の処遇改善を行い、対象労働者を新たに社会保険の被保険者と

した後６か月間の賃金を支給した日※の翌日から２か月以内である
□

申請期間（第２期）
第１期の支給対象期後６か月間の賃金を支給した日※の翌日から２か月

以内である
□

◆（２年目から恒常的な手当を支給する場合）一時的な手当を恒常的に支給

する手当として就業規則等を改定した場合は当該就業規則が添付されている
□

申請期間（第３期）
第２期の支給対象期後６か月間の賃金を支給した日※の翌日から

２か月以内である
□

申請期間（第４期）
第３期の支給対象期後６か月間の賃金を支給した日※の翌日から

２か月以内である
□

◆（３年目から恒常的な手当を支給する場合）一時的な手当を恒常的に支給

する手当として就業規則等を改定した場合は当該就業規則が添付されている
□

申請期間（第５期）
第４期の支給対象期後６か月間の賃金を支給した日※の翌日から

２か月以内である
□

※支給対象期の開始日が賃金締切日の翌日でない場合は、当該日以降の最初の

賃金締切日後６か月分の賃金を支給した日

　また、就業規則等の規定により、実績に応じた時間外手当基本給等とは別に

翌月等に支給している場合、当該時間外手当を支給した日

1
キャリアアップ助成金支給申請書

（様式第３号）（第１面）
申請者欄及び①～⑪欄について記入漏れが無い □

2
社会保険適用時処遇改善コース内訳

（手当等支給メニュー）

（様式第３号・別添様式７）（第１面ー１）

①～⑦欄及び事業主確認欄について記入漏れが無い □

3
社会保険適用時処遇改善コース内訳

（手当等支給メニュー）

（様式第３号・別添様式７）（第２面）

メニュー、支給対象期、新たに社会保険の被保険者とした日、

賃金を支給した日、⑧欄について記入漏れが無い
□

1
支給要件確認申立書（共通要領 様式第１号）・

役員等一覧（別紙）
問４～１６までの内容について、「はい」と回答している □

2
支払方法・受取人住所届

※未登録または変更が必要な場合のみ
①～⑨欄及び届出者欄について記入漏れが無い □

７　キャリアアップ助成金（手当等支給メニュー）チェックリスト

①申請期間
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③添付書類

②申請書類

（裏面に続きます）



雇用契約書等または労働条件通知書（写）

（第１期）
新たに社会保険の適用を受ける前後それぞれの雇用契約書等の提出である □

社会保険への適用が確認できる □

雇用契約書等または労働条件通知書（写）

（第２期以降）

各支給対象期に適用されていた雇用契約書等の提出である

※第１期と全て同じ場合は添付不要
□

◆一時的に支給する手当（社会保険適用促進手当）等を２年間支給する場合、第４期支給対

象期分の支給申請の際に、第１期支給対象期における基本給の総支給額と比較して（基本給

等の増額または週所定労働時間の延長あるいはその両方によって）１８％以上増額する措置

が図られている事が分かる５期支給対象期の当初に交付した雇用契約書等が添付されている

◆一時的に支給する手当（社会保険適用促進手当）等を１年間支給する場合、第２期支給対

象期分の支給申請の際に、第１期支給対象期における基本給の総支給額と比較して（基本給

等の増額によって）１８％以上増額する措置が図られている事が分かる３期支給対象期の当

初に交付した雇用契約書等が添付されている

□

取組開始前後の賃金台帳（写）

（第１期）

社会保険の適用を受けた日の前日から６か月前の日までの賃金に係る分、及び

社会保険の適用を受けた日から６か月経過する日までの賃金に係る分の提出である

取組開始前後の賃金台帳（写）

（第２期以降）
各支給対象期の初日から起算して６か月分の提出である

5
出勤簿またはタイムカード等（写）

※上記４の賃金台帳において、出勤日数及び労働時間数が

　確認できない場合に限る

上記４の期間に対応している □

①事業所確認票（様式第４号）

※常時使用する労働者の数により中小企業事業主であることを

確認する場合

②登記事項証明書や会社概要パンフレット等

※資本金の額により中小企業事業主であることを確認する場合

2
特定適用事業所該当通知書（写）

※特定適用事業所である場合

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の

一部を改正する法律附則第１７条第１項に規定する事業所である
□

3
任意特定適用事業所該当通知書（写）

※任意特定適用事業所である場合

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の

一部を改正する法律附則第１７条第５項の申出をした事業所である
□

4
委任状（原本）

※代理人の場合
□

※上記以外にも審査過程で必要な書類を求める場合がございます。

ハローワーク受理担当者（　　　　　）

留意事項について

1 □

④該当している場合のみ

4 □

3

①は今回の支給申請に係る事業所以外の従たる（主たる）事業所

全てが（他都道府県にまたがる場合も含めて）記入されている

（※①または②のいずれかをご提出ください。②については提出が無かった

場合、法人に限り登記情報連携システムを用いて労働局で確認します）

●原則として、提出された書類により審査を行います。不正受給を防止する観点から、一度提出された

　書類について、事業主の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできません。

●申請書等に疑義があり、都道府県労働局長が追加的に書類を求めることや、書類の補正を求めること

　がありますが、都道府県労働局長が指定した期日までに提出がない場合、不支給決定となります。


